
税理士 とおるゼミ(Ⅰ) 基礎編 相続税法 （2013年９月26日 平成26年度試験対策第１刷） 

弊社の書籍をご利用いただき、有難うございます。 

訂正が出ないようにと努力しておりますが以下の通り、誤りが判明致しました。 

お手数をおかけして申し訳ございませんが訂正の上、ご利用下さい。 

なお、弊社ＨＰ【「ネットスクール」検索→「読者の方へ」】にて訂正資料等の最新情報を閲覧・ダウンロードできますので、ご利用下さいますようお願いいたします。 
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ページ 訂正箇所 誤 正 備  考 

ゼミ５-13 解答 問題４ 

未成年者控除(控除不足額) 

配偶者乙 △ 92,000 

二 女 Ｃ △ 34,400 

未成年者控除(控除不足額) 

配偶者乙 △ 192,000 

二 女 Ｃ △ 134,400 
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